
岡崎市矢作川水源基金水源林対策事業費補助金交付要綱

（目的）

第 １ 条 こ の 要 綱 は 、 矢 作 川 水 源 林 地 域 に お け る 水 資 源 の 涵 養 に 重

要 な 機 能 を 果 た し て い る 森 林 の 保 全 を 着 実 に 推 進 す る た め 、 予 算

の 範 囲 内 に お い て 交 付 す る 岡 崎 市 矢 作 川 水 源 基 金 水 源 林 対 策 事 業

費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め

るものとする。

（規則等との関係）

第 ２ 条 補 助 金 の 交 付 に 関 し て は 、 こ の 要 綱 と 岡 崎 市 市 費 補 助 金 等

に 関 す る 規 則 （ 昭 和 34年 岡 崎 市 規 則 第 ３ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、

次の各号に定めるところによる。

 ⑴  平 成 24年 ４ 月 １ 日 付 け 公 益 財 団 法 人 矢 作 川 水 源 基 金 水 源 林 対

策事業助成金交付要領

 ⑵  平 成 24年 ４ 月 １ 日 付 け 公 益 財 団 法 人 矢 作 川 水 源 基 金 水 源 林 対

策事業実施基準（以下「実施基準」という。）

（定義）

第 ３ 条 こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ

による。

⑴ 「矢 作 川 水 源林 地 域」 と は 、 市内 地 域の う ち 、 平成 27年９ 月

９ 日付 け 公 益 財団 法 人矢 作 川 水 源基 金 水源 林 地 域 対策 事 業業 務

方 法書 に 規 定 され る 明治 、 細 川 及び 乙 川の 各 頭 首 工よ り 上流 の

区域をいう。

⑵  「 作 業 路 」 と は 、 伐 採 木 の 搬 出 及 び 保 育 管 理 等 （ 単 層 林 整 備

の 獣 害 対 策 、 下 刈 り 、 枝 打 ち 、 除 伐 若 し く は 間 伐 ） を 実 施 す る

際 の 事 業 用 資 材 の 搬 入 並 び に 作 業 員 の 輸 送 等 を 目 的 と し た 簡 易

な運搬路をいう。

（補助対象者）

第 ４ 条 補 助 対 象 者 は 、 財 産 区 、 岡 崎 市 額 田 郡 模 範 造 林 組 合 、 森 林

組 合 、 森 林 経 営 管 理 法 （ 平 成 30年 法 律 第 35号 ） 第 36条 第 ３ 項 によ

り選定された民間事業者、森林法（昭和 26年法律第 249号）第 11条

に 規 定 す る 森 林 経 営 計 画 の 認 定 を 受 け た 者 及 び 矢 作 川 水 源 林 地域

内の森林所有者とする。



（補助対象事業）

第 ５ 条 補 助 対 象 事 業 は 、 矢 作 川 水 源 林 地 域 内 で 実 施 さ れ る 次 の 各

号に掲げる事業とする。

 ⑴  森林整備事業  

単 層 林 整 備 の た め の 人 工 造 林 、 獣 害 対 策 、 下 刈 り 、 枝 打 ち 、

除伐及び間伐で、実施基準第２のⅠの１に基づくものとする。

 ⑵  作業路整備事業  

作 業 路 整 備 の た め の 新 設 及 び 改 良 で 、 実 施 基 準 第 ２ の Ⅱ に 基

づくものとする。

２ 前 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 作 業 路 整 備 事 業 の う ち 、 改 良 に あ っ て は 、

原則として新設時に補助金を受けたものに限る。

３ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 に つ い て 、 国 県 又 は 市 の 他 制 度 に よ る

補助を受ける場合にあっては、補助の対象外とする。

（補助金の額）

第 ６ 条 補 助 金 の 額 は 、 前 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 の 区 分 ご と に 、

そ れ ぞ れ 別 表 に 定 め る 補 助 対 象 事 業 の 基 準 を 満 た す 場 合 に お い て 、

同 表 及 び 備 考 欄 に 掲 げ る 算 出 方 法 に よ り 算 出 し た 補 助 対 象 事 業費

に 、 同 表 に 掲 げ る 補 助 率 を 乗 じ て 得 た 額 に つ い て 、 各 整 備 事 業・

区 分 ご と に 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 全 額 を 切 り捨

てた額の合算額以内とする。

２ 財 産 区 及 び 岡 崎 市 額 田 郡 模 範 造 林 組 合 に あ っ て は 、 前 項 の 補 助

率 は 適 用 し な い こ と と し 、 公 益 財 団 法 人 矢 作 川 水 源 基 金 が 定 める

補助率を適用する。

（交付申請）

第 ７ 条 補 助 金 の 交 付 申 請 を し よ う と す る 者 は 、 岡 崎 市 矢 作 川 水 源

基 金 水 源 林 対 策 事 業 費 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 次の

各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え 、 事 業 に 着 手 す る 前 ま で に 市 長 に 提 出し

なければならない。

た だ し 、 各 事 業 者 に お い て 補 助 金 の 交 付 申 請 、 請 求 及 び 受 領 に

つ い て 、 交 付 事 務 の 円 滑 な 実 施 を 図 る た め 、 市 長 が 認 め る 団 体 に

委 任 す る こ と が で き る 。 委 任 を 受 け た 者 （ 以 下 「 代 理 申 請 者 」 と

い う 。 ） は 、 委 任 状 の 写 し を 添 付 し て 、 補 助 金 の 交 付 申 請 、 請 求

及び受領を行うものとする。



⑴  収支予算書（別紙１）  

⑵  事業実施計画書（別紙２）  

⑶  現況写真（施業前の様子が確認できるもの）  

⑷  （ 第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 事 業 に あ っ て は ） 事 業 実 施

予定箇所の位置図又は測量図

⑸  （ 第 ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 事 業 に あ っ て は ） 設 計 書 、

位置図、計画図及び線形図

⑹  委任状（別紙３）の写し（該当する場合）  

⑺  その他市長が必要と認める書類  

（交付決定）

第 ８ 条 市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し 、

岡 崎 市 矢 作 川 水 源 基 金 水 源 林 対 策 事 業 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書

（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。

２ 市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 が あ る と き

は、条件を付することができる。

（事業の着手）

第 ９ 条 事 業 の 着 手 は 、 原 則 と し て 前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付

決定に基づき行うものとする。

た だ し 、 や む を 得 な い 事 情 に よ り 交 付 決 定 前 に 事 業 に 着 手 す る

必要があり、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

２ 交 付 決 定 前 に 事 業 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、 交 付 決 定 前 着 手 申

請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 第 ７ 条 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え 、 事 業 に着

手する前までに市長に提出しなければならない。

３ 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容

を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 交 付 決 定 前 着 手 承 認 通 知 書 （ 様式

第４号）により、申請者に通知するものとする。

４ 市 長 は 、 前 項 の 承 認 を す る 場 合 に お い て 、 補 助 金 の 交 付 の 目 的

を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

（補助事業の変更の承認）

第 10条 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い

う 。 ） は 、 当 該 交 付 決 定 に 係 る 事 業 の 内 容 に つ い て 次 の 各 号 に掲

げ る 変 更 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 岡 崎 市 矢 作 川 水 源基



金 水 源 林 対 策 事 業 費 補 助 金 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 市長

に提出し、その承認を受けなければならない。

⑴  森 林 整 備 事 業 又 は 作 業 路 整 備 事 業 に お け る 、 交 付 決 定 さ れ た

それぞれの補助金額に変更を生じる事業費の変更。

 ⑵  作業路整備事業にあっては、次のとおりとする。  

ア 路線の追加又は廃止。

イ 新設の場合は事業量の20％を超える変更。

ウ 改良の場合は事業費の20％を超える変更。

２ 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 承 認 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の

内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 岡 崎 市 矢 作 川 水 源 基 金 水 源林

対 策 事 業 費 補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 、補

助事業者に通知するものとする。

３ 市 長 は 、 前 項 の 承 認 を す る 場 合 に お い て 、 補 助 金 の 交 付 の 目 的

を 達 成 す る た め に 必 要 が あ る と き は 、 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。

（補助事業の中止又は廃止）

第 11条 補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る

場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め 岡 崎 市 矢 作 川 水 源 基 金 水 源 林 対 策事

業 費 補 助 金 （ 中 止 ・ 廃 止 ） 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 市 長 に提

出し、その承認を受けなければならない。

２ 市 長 は 前 項 の 承 認 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し

適 当 と 認 め た と き は 、 そ の 旨 を 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。

（実績報告）

第 12条 補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、 岡 崎 市 矢 作 川

水 源 基 金 水 源 林 対 策 事 業 費 補 助 金 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に、

次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え 、 当 該 事 業 の 完 了 後 30日 以 内 （ 30日

以 内 に 当 該 年 度 の 末 日 が 到 来 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 年 度 の末

日まで）に市長に提出しなければならない。

⑴  収支精算書（別紙４）  

⑵  事業実績内訳書（別紙５）  

⑶  現 況 写 真 （ 施 業 後 の 様 子 が 確 認 で き る も の 。 搬 出 間 伐 実 施 時

は、搬出中、はい積み、完了時の３種類を添付すること）

⑷  測量図  

⑸  （ 第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 事 業 に お い て ） 搬 出 間 伐 を

実施した場合、搬出した材積がわかる出荷伝票等の書類



⑹  その他市長が必要と認める書類  

（額の確定）

第 13条 市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 書 を 受 理 し た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 必 要 に 応 じ て 現 地 で の 検 査 を 行 い 、 事 業 の成

果 が 補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 に 適 合 す る と 認 め た と き は 、 交 付す

べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 岡 崎 市 矢 作 川 水 源 基 金 水 源 林 対 策 事業

費 補 助 金 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ り 、 補 助 事 業 者 に 通 知す

るものとする。

（補助金の交付）

第 14条 補 助 金 は 、 前 条 に 規 定 す る 額 の 確 定 後 、 補 助 事 業 者 か ら の

請求により交付する。

（支払状況報告）

第 15条 代 理 申 請 者 は 、 補 助 金 受 領 の 日 か ら 原 則 と し て 30日 以 内 に

委 任 者 に 当 該 補 助 金 を 支 払 う も の と し 、 委 任 者 に 当 該 補 助 金 を支

払 っ た 後 10日 以 内 に 岡 崎 市 矢 作 川 水 源 基 金 水 源 林 対 策 事 業 費 補助

金 支 払 状 況 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ り 、 市 長 に 報 告 す る も のと

する。

（補助事業者の義務）

第 16条 補 助 事 業 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 遵 守 し な け

ればならない。

 ⑴  補 助 事 業 完 了 年 度 の 翌 年 度 か ら 少 な く と も ５ 年 間 は 補 助 事 業

に 沿 っ て 、 補 植 、 保 育 、 保 険 の 加 入 等 成 林 を 図 る 上 で 必 要 な 管

理義務を行わなければならない。

 ⑵  補 助 事 業 完 了 年 度 の 翌 年 度 か ら ５ 年 以 内 に 当 該 補 助 事 業 の 施

行 地 を 森 林 以 外 の 用 途 へ 転 用 す る 場 合 又 は 補 助 事 業 施 行 地 上 の

立 木 竹 を 全 面 伐 採 除 去 す る 場 合 に 、 当 該 転 用 又 は 伐 採 除 去 、 そ

の 他 補 助 目 的 を 達 成 す る こ と が 困 難 と な る 行 為 を し よ う と す る

場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

（補助金の返還）

第 17条 市 長 は 、 補 助 事 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合

は、補助金の全部、若しくは一部を返還させることができる。



⑴  前 条 各 号 の 規 定 に 反 し た と 市 長 が 認 め た と き 。 た だ し 、 事 前

に 市 長 の 承 認 を 得 た 場 合 又 は 災 害 等 不 可 抗 力 に よ り 市 長 が や む

を得ないと認めた場合はこの限りでない。

⑵  提 出 書 類 に 虚 偽 の 事 項 を 記 載 し 、 又 は 補 助 金 交 付 に 関 し て 不

正の行為があったとき。

（検査等）

第 18条 市 長 は 、 補 助 事 業 に 関 し て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 補

助 事 業 者 に 対 し て 必 要 な 指 示 を し 、 報 告 を 求 め 、 又 は 検 査 を する

ことができる。

（雑則）

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和６年３月31日限りでその効力を失う。

附 則

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。



別表

事
業
名

事
業
種

区 分 補助対象事業の基準
補助対象事業費

の 算 出 方 法
補助率 備 考

森
林
整
備
事
業

単
層
林
整
備

人工造林
人工造林面積が、0.01ha以上の規模で実施さ

れるもの。
面積(ha)×標準単価 56／100以内

獣害対策
獣害対策面積が、0.01ha以上の規模で実施さ

れるもの。

面積(ha)

延長(ｍ)
×標準単価 80／100以内

下 刈 り
下刈り面積が0.01ha以上の規模で、２齢級以

下の造林地において実施されるもの。
面積(ha)×標準単価 58／100以内

枝 打 ち
枝打ち面積が0.01ha以上の規模で、３～６齢

級の造林地において実施されるもの。
面積(ha)×標準単価 58／100以内

除 伐
除伐面積が0.01ha以上の規模で、３齢級の造

林地において実施されるもの。
面積(ha)×標準単価 58／100以内

間 伐
間伐面積が0.01ha以上の規模で、４齢級以上

の造林地において実施されるもの。
面積(ha)×標準単価 90／100以内

作
業
路
整
備
事
業

新 設

１団地の森林面積が５ha以上の規模で、保育

管理等（単層林整備の獣害対策、下刈り、枝打

ち、除伐若しくは間伐）の実施予定対象面積が

30%以上を占める団地において行われる森林整備

作業路新設。

延長(ｍ)×実行単価

60／100以内
ただし、補助額は

延長(ｍ)×標準単

価を限度とする。

諸経費として、

直接工事費×35％以内

雑費として、

事業費×５％以内を計上

することができる。

改 良

保育管理等（単層林整備の獣害対策、下刈

り、枝打ち、除伐若しくは間伐）を行うための

既設作業路の改良。

ただし、事業費が10万円以上であるもので、

保育管理等が当該事業年度から翌々年度までに

0.01ha以上の規模で実施されるものに限る。

実行経費 60／100以内

注１ 標準単価：公益財団法人矢作川水源基金が定める水源林対策事業単価表に基づく単価をいう。標準単価は、補助金の交付申請のあった当該年度の

標準単価とする。

２ 実行単価：実施基準に定める作業路の新設及び改良に係る事業費を延長で除したｍ当たりの金額とする。

３ 実行経費：実施基準に定める作業路の新設及び改良に係る事業費とする。


